
    保護者様 

                            

 

 薬を与えることは医療的な行為にあたるので、保育所・こども園では、原則として薬を飲ませることはでき

ません。保育所・こども園に通っている旨を伝え、園で与薬しない方法があるか、お医者様に相談

してみてください。医師の指示により保育時間中の与薬が必要な場合に限り、病院で処方されたお薬

を１回分のみお預かりします。（市販薬品や以前に処方された薬の与薬はできません。） 

保育中の与薬が必要な場合は、「与薬依頼票」を記入の上、薬に添えて職員に依頼をしてください。 

 

【与薬依頼の手順】 

１ 「与薬依頼票」に記入をする。 

 

 

 

 

 

２ 薬の容器に名前を記入する。 

 

 

 

３ 名前を書いたチャック付きのビニール袋に    例１               例２ 表側      裏側 

１回分の薬と「与薬依頼票」を入れる。 

兄弟姉妹間で薬の入れ間違いがないか確認 

してください。                           

※チャック付きのビニール袋は中身が確認                              

しやすいよう柄なしでお願いします。 

 

４ 職員に手渡しをする。 → チャック付きのビニール袋の名前と、薬に記入してある名前、与薬依頼票 

の中身を職員と確認してください。 

 

 

  

 

                                    

 【与薬報告】お迎え時、チャック付きビニール袋に 

きりとりせん下部を入れてお返しします。 

 

 

 

保育所・こども園での与薬について 

 

○○（名前）の 

食後１回分の薬

です。 

□□(職員の名前）が

受け取りました。 

氏名 

「与薬依頼票」や【与薬依頼の手順】に不備がある場合は、 

薬を飲ませることはできませんのでご了承ください。 

 

注意 

氏名 

氏名 

氏名 

氏名 

氏名 

薬と与薬依頼票の氏名を職員が確認しやすいように

入れてください。 
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